
「風しん」の感染リスクから従業員とそのご家族、お客様を守るため、

事業所での風しん対策にご協力をお願いします。

平成３０年７月以降、都市圏を中心に「風しん」の患者数が増大しました。そのため、これまで

に予防接種の機会がなく、抗体を持っていない可能性が高い４４～６０歳（令和４年度末年齢）の

男性は、令和７年3月末まで、無料で「抗体検査」と「予防接種」を受けることができます。この

「抗体検査」と「予防接種」には、市町から配布される「クーポン券」が必要です。

また、この「クーポン券」は一般の医療機関だけでなく、事業所（定期）健診や人間ドックなど

でも利用することができます（事業主様の費用負担はありません）。

このリーフレットに関する詳しい内容は、広島市のホームページをご覧ください。

広島市ホームページで 風しん 事業所健診 検索

▼ 風しんは感染力が強く、また、症状が出る前から他者へ感染が広がることから、事業所内で
集団感染が起こったり、事業所外へ感染が広がるなど、業務に支障をきたすこともあります。
▼ 妊娠初期の妊婦さんが感染すると目や耳、心臓に障害をもった赤ちゃんが生まれる可能性が
あります（先天性風しん症候群）。従業員等に妊婦さんがいた場合、大きな不安を与えます。

事業所における風しん対策の意義

対象となる従業員に、抗体検査を受けるよう呼びかけてください。

・ 事業所健診や人間ドックなどの機会に風しんの抗体

検査を受けるよう、対象者への啓発をお願いします。

・ 抗体検査には、対象者がお住まいの市町が発行した

クーポン券と本人確認書類が必要です。

１．各市町から配布されるクーポン券
・ 事業所健診の際には、クーポン券を事前に回収したり、後日回収
することで当日の混乱を防ぐことができます。

あらかじめ健診機関と実施方法について調整してください。

２．本人確認書類
・ 事業所健診の会場で本人確認が行われる場合、改めて本人確認
書類の提示は必要ありません。

↓ 広島市が発行するクーポン券

見本

２

対象となる従業員に、医療機関受診時の配慮をお願いします。

○ 以下のような場合、早めに医療機関を受診し、抗体検査や予防接種を受けるよう勧め

るとともに、有給休暇の取得等、受診しやすい環境づくりにご配慮をお願いします。

・ 抗体検査の結果、十分な量の抗体がなく、風しんの予防接種が必要となった場合

・ 事業所健診時に抗体検査を受けられなかった場合

３

１ 健診機関に、風しんの抗体検査の実施の可否を確認してください。

従業員の健診（事業所健診や人間ドック）を委託する健診機関に、クーポン券による風し
ん抗体検査が実施可能かご確認ください。

※ クーポン券を利用できるのは、本事業に参加している健診機関に限られます。
本事業に参加している健診機関は、 厚生労働省 風しん受託医療機関 検索

「風しん」から従業員やそのご家族を守ることは、事業所を、そして社会を守ることにつながり

ます。対象者となる従業員が検査等を受けられるよう、次の３点について、ご協力をお願いします。

https://www.irasutoya.com/2012/12/blog-post_1032.html



